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 � 利益相反（COI）について
日本産業ストレス学会「利益相反マネジメント（COI）に関する細則」に基づき、発表者は自分が発表する
内容に関する利益相反状態を開示してください。

【開示例】

開示すべきCOIがある場合　 開示すべきCOIがない場合　

COIの基準は以下のとおりです。
発表研究に用いた薬剤・測定器・器具・質問票・ソフト・システムと関連する、またはそれらの成果を利
用する目的で関与する企業・法人組織・営利を目的とする団体等と、演題登録日から過去1年以内に該当
する関係（委託契約、報酬、研究費、奨学（奨励）寄付金、株式の保有、特許権使用料、講演料・原稿料）
がある場合、「利益相反に該当する」と判断してください。


